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秘書室 理事長室

監事室

監査室

総務部

情報政策部準備室

広報室

人事部

財務部

管理部準備室

企画部

東南アジア第一・大洋州部

東南アジア第二部

東・中央アジア部

南アジア部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

経済基盤開発部

公共政策部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

産業開発部

国内事業部

資金協力支援部準備室

審査室準備室

調達部

債権管理部準備室

評価室準備室

国際協力人材部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

開発研究所準備室

理事長室

監事室

監査室

総務部

人事部

経理部

調達部

企画・調整部

アジア第一部

アジア第二部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

社会開発部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

経済開発部

国内事業部

無償資金協力部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

国際協力人材部

国際協力総合研修所（国内機関）

秘書室

監事室

業務監査室

総務部

人事部

経理部

企画・評価部

調達部

国内事業部

派遣支援部

アジア第一部

アジア第二部

中南米部

アフリカ・中近東・欧州部

社会開発調査部

社会開発協力部

医療協力部

農林水産開発調査部

農業開発協力部

森林・自然環境協力部

鉱工業開発調査部

鉱工業開発協力部

無償資金協力部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

企画部

経理部

基礎調査部

調達部

研修事業部

派遣事業部

社会開発調査部

社会開発協力部

医療協力部

農林水産開発調査部

農業開発協力部

林業水産開発協力部

鉱工業開発調査部

鉱工業開発協力部

無償資金協力業務部

無償資金協力調査部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

国際協力総合研修所（国内機関）国際協力総合研修所（国内機関）

監事室

業務監査室

評価監理室

総務部

人事部

1999年度（1999年 4月） 1999年度（2000年 1月） 2004年度 2008年度（統合前）

Ⅰ　組　織
〔1〕本部組織等の変遷

（1）JICA（1999 年 4 月～ 2008 年 9 月）
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秘書室 理事長室

監事室

監査室

総務部

情報政策部準備室

広報室

人事部

財務部

管理部準備室

企画部

東南アジア第一・大洋州部

東南アジア第二部

東・中央アジア部

南アジア部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

経済基盤開発部

公共政策部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

産業開発部

国内事業部

資金協力支援部準備室

審査室準備室

調達部

債権管理部準備室

評価室準備室

国際協力人材部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

開発研究所準備室

理事長室

監事室

監査室

総務部

人事部

経理部

調達部

企画・調整部

アジア第一部

アジア第二部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

社会開発部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

経済開発部

国内事業部

無償資金協力部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

国際協力人材部

国際協力総合研修所（国内機関）

秘書室

監事室

業務監査室

総務部

人事部

経理部

企画・評価部

調達部

国内事業部

派遣支援部

アジア第一部

アジア第二部

中南米部

アフリカ・中近東・欧州部

社会開発調査部

社会開発協力部

医療協力部

農林水産開発調査部

農業開発協力部

森林・自然環境協力部

鉱工業開発調査部

鉱工業開発協力部

無償資金協力部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

企画部

経理部

基礎調査部

調達部

研修事業部

派遣事業部

社会開発調査部

社会開発協力部

医療協力部

農林水産開発調査部

農業開発協力部

林業水産開発協力部

鉱工業開発調査部

鉱工業開発協力部

無償資金協力業務部

無償資金協力調査部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

国際協力総合研修所（国内機関）国際協力総合研修所（国内機関）

監事室

業務監査室

評価監理室

総務部

人事部

1999年度（1999年 4月） 1999年度（2000年 1月） 2004年度 2008年度（統合前）

（注）　組織図（p.216〜231）は組織規程に則り整理したもの
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2008年度（統合前）

特命審議役

プロダクツ金融担当審議役 ※7月廃止

気候変動対策室

秘書役

法規担当審議役

組織移行担当審議役

環境ビジネス・京都メカニズム担当審議役

検査部

人事部

総務部

広報室

財務部

経理室

管理部

金融業務部

国際金融第1部

国際金融第2部

アフリカ室

国際金融第3部

資源金融部

企業金融部

中堅・中小企業支援室

開発業務部

気候変動対策室

開発第1部

開発第2部

開発第3部

開発第4部

債権管理システム部

情報システム室

プロジェクト開発部

開発事業評価室

インベストメントバンキング部

開発セクター部

審査部

産業調査室

国際審査部

環境審査室

開発金融研究所

大阪支店

1999年度

特命審議役

秘書役

法規担当審議役

検査室

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

検査部

人事部

総務部

広報室

財務部

経理室

管理部

金融業務部

国際金融第1部

国際金融第2部

国際金融第3部

資源金融部

企業金融部

中堅・中小企業支援室

開発業務部

開発第1部

開発第2部

開発第3部

開発第4部

債権管理システム部

情報システム室

プロジェクト開発部

開発事業評価室

プロジェクトファイナンス部

開発審査部

企業審査部

産業調査室

国際審査部

環境社会開発室

開発セクター部

審査部

環境審査室

開発金融研究所

大阪支店

2007年度

プロダクツ金融担当審議役

2006年度2005年度

組織移行担当審議役

環境ビジネス・京都メカニズム担当審議役

（2）JBIC（1999 年 10 月～ 2008 年 9 月）
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2008年度（統合前）

特命審議役

プロダクツ金融担当審議役 ※7月廃止

気候変動対策室

秘書役

法規担当審議役

組織移行担当審議役

環境ビジネス・京都メカニズム担当審議役

検査部

人事部

総務部

広報室

財務部

経理室

管理部

金融業務部

国際金融第1部

国際金融第2部

アフリカ室

国際金融第3部

資源金融部

企業金融部

中堅・中小企業支援室

開発業務部

気候変動対策室

開発第1部

開発第2部

開発第3部

開発第4部

債権管理システム部

情報システム室

プロジェクト開発部

開発事業評価室

インベストメントバンキング部

開発セクター部

審査部

産業調査室

国際審査部

環境審査室

開発金融研究所

大阪支店

1999年度

特命審議役

秘書役

法規担当審議役

検査室

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

検査部

人事部

総務部

広報室

財務部

経理室

管理部

金融業務部

国際金融第1部

国際金融第2部

国際金融第3部

資源金融部

企業金融部

中堅・中小企業支援室

開発業務部

開発第1部

開発第2部

開発第3部

開発第4部

債権管理システム部

情報システム室

プロジェクト開発部

開発事業評価室

プロジェクトファイナンス部

開発審査部

企業審査部

産業調査室

国際審査部

環境社会開発室

開発セクター部

審査部

環境審査室

開発金融研究所

大阪支店

2007年度

プロダクツ金融担当審議役

2006年度2005年度

組織移行担当審議役

環境ビジネス・京都メカニズム担当審議役
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2008年度（統合後）

理事長室

監事室

監査室

総務部

情報政策部

広報室

人事部

財務部

資金・管理部

企画部

東南アジア第一・大洋州部

東南アジア第二部

東・中央アジア部

南アジア部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

経済基盤開発部

公共政策部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

産業開発部

国内事業部

資金協力支援部

審査部

調達部

債権管理部

評価部

国際協力人材部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

研究所

2009年度 2010年度 2011年度

情報システム室

東南アジア・大洋州部

産業開発・公共政策部

2012年度

ナレッジマネジメント担当特命審議役

2013年度

中小企業支援担当特命審議役

民間連携事業部民間連携室

資金協力業務部

2014年度

金融リスク管理担当特命審議役

社会基盤・平和構築部

2015年度

環境社会配慮ガイドライン異議申立担当特命審議役

2016年度

安全管理部

安全対策強化策推進担当特命審議役

質の高いインフラ輸出担当特命審議役

2017年度

管理部

インフラ技術業務部

2018年度

理事長室

監査室

環境社会配慮ガイドライン異議申立担当特命審議役

総務部

金融リスク管理担当特命審議役

安全管理部

安全対策強化策推進担当特命審議役

情報システム室

広報室

人事部

ナレッジマネジメント担当特命審議役

財務部

予算執行管理担当特命審議役
（予算執行管理室）

管理部

企画部

東南アジア・大洋州部

東・中央アジア部

南アジア部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

民間連携事業部

社会基盤・平和構築部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

産業開発・公共政策部

国内事業部

資金協力業務部

インフラ技術業務部

審査部

調達部

評価部

国際協力人材部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

研究所

（3）JICA（2008 年 10 月～ 2018 年 9 月）



Ⅰ　組　織  ………… 221

2008年度（統合後）

理事長室

監事室

監査室

総務部

情報政策部

広報室

人事部

財務部

資金・管理部

企画部

東南アジア第一・大洋州部

東南アジア第二部

東・中央アジア部

南アジア部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

経済基盤開発部

公共政策部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

産業開発部

国内事業部

資金協力支援部

審査部

調達部

債権管理部

評価部

国際協力人材部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

研究所

2009年度 2010年度 2011年度

情報システム室

東南アジア・大洋州部

産業開発・公共政策部

2012年度

ナレッジマネジメント担当特命審議役

2013年度

中小企業支援担当特命審議役

民間連携事業部民間連携室

資金協力業務部

2014年度

金融リスク管理担当特命審議役

社会基盤・平和構築部

2015年度

環境社会配慮ガイドライン異議申立担当特命審議役

2016年度

安全管理部

安全対策強化策推進担当特命審議役

質の高いインフラ輸出担当特命審議役

2017年度

管理部

インフラ技術業務部

2018年度

理事長室

監査室

環境社会配慮ガイドライン異議申立担当特命審議役

総務部

金融リスク管理担当特命審議役

安全管理部

安全対策強化策推進担当特命審議役

情報システム室

広報室

人事部

ナレッジマネジメント担当特命審議役

財務部

予算執行管理担当特命審議役
（予算執行管理室）

管理部

企画部

東南アジア・大洋州部

東・中央アジア部

南アジア部

中南米部

アフリカ部

中東・欧州部

民間連携事業部

社会基盤・平和構築部

人間開発部

地球環境部

農村開発部

産業開発・公共政策部

国内事業部

資金協力業務部

インフラ技術業務部

審査部

調達部

評価部

国際協力人材部

青年海外協力隊事務局

国際緊急援助隊事務局

研究所
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1999年度

インドネシア事務所
マレイシア事務所
フィリピン事務所
タイ事務所
カンボディア事務所
シンガポール事務所
ラオス事務所

ヴィエトナム事務所
ミャンマー事務所
中華人民共和国事務所
モンゴル事務所
バングラデシュ事務所
インド事務所
ネパール事務所
パキスタン事務所
スリ・ランカ事務所

ウズベキスタン事務所

オーストラリア事務所
フィジー事務所
パプア・ニューギニア事務所
サモア事務所
ドミニカ共和国事務所

ホンデュラス事務所
メキシコ事務所
パナマ事務所
アルゼンティン事務所
ボリヴィア事務所
ブラジル事務所
チリ事務所
コロンビア事務所
パラグァイ事務所
ペルー事務所
サン・パウロ事務所
ジョルダン事務所
サウディ・アラビア事務所
シリア事務所
トルコ事務所
パレスチナ事務所
エジプト事務所
モロッコ事務所
テュニジア事務所
エティオピア事務所
ガーナ事務所
ケニア事務所
マラウイ事務所
ナイジェリア事務所
南アフリカ共和国事務所

タンザニア事務所
ザンビア事務所

ジンバブエ事務所
象牙海岸共和国事務所

セネガル事務所

オーストリア事務所
フランス事務所
英国事務所
アメリカ合衆国事務所

2000年度 2001年度 2002年度

シンガポール事務所

オーストラリア事務所

サン・パウロ事務所

マダガスカル事務所
モザンビーク事務所

2003年度

アフガニスタン事務所

コートジボワール事務所

2004年度 2005年度

コートジボワール事務所

2006年度

東ティモール事務所

キルギス共和国事務所

サモア事務所

エルサルバドル事務所

パナマ事務所

チリ事務所
コロンビア事務所

ウガンダ事務所

ブルキナファソ事務所

ニジェール事務所

バルカン事務所
オーストリア事務所

英国事務所

2007年度

ジンバブエ事務所

欧州事務所

2008年度（統合前）

インドネシア事務所
マレーシア事務所
フィリピン事務所
タイ＊1 事務所
カンボジア事務所

ラオス事務所
東ティモール事務所
ベトナム事務所
ミャンマー事務所
中華人民共和国事務所
モンゴル事務所
バングラデシュ事務所
インド事務所
ネパール事務所
パキスタン事務所
スリランカ事務所
キルギス事務所
ウズベキスタン事務所
アフガニスタン事務所

フィジー＊2 事務所
パプアニューギニア事務所

ドミニカ共和国事務所
エルサルバドル事務所
ホンジュラス事務所
メキシコ＊3 事務所

アルゼンチン事務所
ボリビア事務所
ブラジル事務所

パラグアイ事務所
ペルー事務所

ヨルダン事務所
サウジアラビア事務所
シリア事務所
トルコ事務所
パレスチナ事務所
エジプト事務所
モロッコ事務所
チュニジア事務所
エチオピア事務所
ガーナ事務所
ケニア＊4 事務所
マラウイ事務所
ナイジェリア事務所
南アフリカ共和国＊5 事務所
ウガンダ事務所
タンザニア事務所
ザンビア事務所
ブルキナファソ事務所

マダガスカル事務所
モザンビーク事務所
ニジェール事務所
セネガル＊6 事務所
バルカン事務所

欧州事務所

アメリカ合衆国事務所

〔2〕在外拠点の変遷

（1）JICA在外事務所（1999 年 4 月～ 2008 年 9 月）
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1999年度

インドネシア事務所
マレイシア事務所
フィリピン事務所
タイ事務所
カンボディア事務所
シンガポール事務所
ラオス事務所

ヴィエトナム事務所
ミャンマー事務所
中華人民共和国事務所
モンゴル事務所
バングラデシュ事務所
インド事務所
ネパール事務所
パキスタン事務所
スリ・ランカ事務所

ウズベキスタン事務所

オーストラリア事務所
フィジー事務所
パプア・ニューギニア事務所
サモア事務所
ドミニカ共和国事務所

ホンデュラス事務所
メキシコ事務所
パナマ事務所
アルゼンティン事務所
ボリヴィア事務所
ブラジル事務所
チリ事務所
コロンビア事務所
パラグァイ事務所
ペルー事務所
サン・パウロ事務所
ジョルダン事務所
サウディ・アラビア事務所
シリア事務所
トルコ事務所
パレスチナ事務所
エジプト事務所
モロッコ事務所
テュニジア事務所
エティオピア事務所
ガーナ事務所
ケニア事務所
マラウイ事務所
ナイジェリア事務所
南アフリカ共和国事務所

タンザニア事務所
ザンビア事務所

ジンバブエ事務所
象牙海岸共和国事務所

セネガル事務所

オーストリア事務所
フランス事務所
英国事務所
アメリカ合衆国事務所

2000年度 2001年度 2002年度

シンガポール事務所

オーストラリア事務所

サン・パウロ事務所

マダガスカル事務所
モザンビーク事務所

2003年度

アフガニスタン事務所

コートジボワール事務所

2004年度 2005年度

コートジボワール事務所

2006年度

東ティモール事務所

キルギス共和国事務所

サモア事務所

エルサルバドル事務所

パナマ事務所

チリ事務所
コロンビア事務所

ウガンダ事務所

ブルキナファソ事務所

ニジェール事務所

バルカン事務所
オーストリア事務所

英国事務所

2007年度

ジンバブエ事務所

欧州事務所

2008年度（統合前）

インドネシア事務所
マレーシア事務所
フィリピン事務所
タイ＊1 事務所
カンボジア事務所

ラオス事務所
東ティモール事務所
ベトナム事務所
ミャンマー事務所
中華人民共和国事務所
モンゴル事務所
バングラデシュ事務所
インド事務所
ネパール事務所
パキスタン事務所
スリランカ事務所
キルギス事務所
ウズベキスタン事務所
アフガニスタン事務所

フィジー＊2 事務所
パプアニューギニア事務所

ドミニカ共和国事務所
エルサルバドル事務所
ホンジュラス事務所
メキシコ＊3 事務所

アルゼンチン事務所
ボリビア事務所
ブラジル事務所

パラグアイ事務所
ペルー事務所

ヨルダン事務所
サウジアラビア事務所
シリア事務所
トルコ事務所
パレスチナ事務所
エジプト事務所
モロッコ事務所
チュニジア事務所
エチオピア事務所
ガーナ事務所
ケニア＊4 事務所
マラウイ事務所
ナイジェリア事務所
南アフリカ共和国＊5 事務所
ウガンダ事務所
タンザニア事務所
ザンビア事務所
ブルキナファソ事務所

マダガスカル事務所
モザンビーク事務所
ニジェール事務所
セネガル＊6 事務所
バルカン事務所

欧州事務所

アメリカ合衆国事務所

（注１）　�2004 年度に各地に設置された地域支援事務所（＊1アジア、＊2大洋州、＊3中米・カリブ、＊4東南部アフリカ、＊5アフリカ、＊6中西部アフリカ）のうち、
中米・カリブおよびアフリカ（東南部アフリカ地域支援事務所から名称変更）を除く 4ヵ所の地域支援事務所が 2008 年度に廃止された

（注２）　�サン・パウロ事務所については、2002 年度に廃止、その後出張所となった
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2008年度（統合前）

北京駐在員事務所

1999年度

北京駐在員事務所

香港駐在員事務所香港駐在員事務所

バンコク駐在員事務所バンコク駐在員事務所

ハノイ駐在員事務所ハノイ駐在員事務所

ジャカルタ駐在員事務所ジャカルタ駐在員事務所

クアラルンプール駐在員事務所クアラルンプール駐在員事務所

マニラ駐在員事務所マニラ駐在員事務所

シンガポール駐在員事務所シンガポール駐在員事務所

コロンボ駐在員事務所コロンボ駐在員事務所

ダッカ駐在員事務所ダッカ駐在員事務所

イスラマバード駐在員事務所イスラマバード駐在員事務所

ニューデリー駐在員事務所ニューデリー駐在員事務所

シドニー駐在員事務所シドニー駐在員事務所

モスクワ駐在員事務所モスクワ駐在員事務所

フランクフルト駐在員事務所フランクフルト駐在員事務所

ロンドン駐在員事務所ロンドン駐在員事務所

パリ駐在員事務所パリ駐在員事務所

アンマン駐在員事務所アンマン駐在員事務所

ドバイ駐在員事務所ドバイ駐在員事務所

カイロ駐在員事務所カイロ駐在員事務所

ナイロビ駐在員事務所ナイロビ駐在員事務所

ロスアンジェルス駐在員事務所ロスアンジェルス駐在員事務所

ニューヨーク駐在員事務所ニューヨーク駐在員事務所

ワシントン駐在員事務所ワシントン駐在員事務所

ブエノスアイレス駐在員事務所ブエノスアイレス駐在員事務所

リマ駐在員事務所リマ駐在員事務所

メキシコシティー駐在員事務所メキシコシティー駐在員事務所

リオデジャネイロ駐在員事務所リオデジャネイロ駐在員事務所

ボゴタ駐在員事務所サンタフェデボゴタ駐在員事務所

トロント連絡処トロント連絡処

ボゴタ駐在員事務所

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2007年度2006年度2005年度

（2）JBIC 駐在員事務所等（1999 年 10 月～ 2008 年 9 月）
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2008年度（統合前）

北京駐在員事務所

1999年度

北京駐在員事務所

香港駐在員事務所香港駐在員事務所

バンコク駐在員事務所バンコク駐在員事務所

ハノイ駐在員事務所ハノイ駐在員事務所

ジャカルタ駐在員事務所ジャカルタ駐在員事務所

クアラルンプール駐在員事務所クアラルンプール駐在員事務所

マニラ駐在員事務所マニラ駐在員事務所

シンガポール駐在員事務所シンガポール駐在員事務所

コロンボ駐在員事務所コロンボ駐在員事務所

ダッカ駐在員事務所ダッカ駐在員事務所

イスラマバード駐在員事務所イスラマバード駐在員事務所

ニューデリー駐在員事務所ニューデリー駐在員事務所

シドニー駐在員事務所シドニー駐在員事務所

モスクワ駐在員事務所モスクワ駐在員事務所

フランクフルト駐在員事務所フランクフルト駐在員事務所

ロンドン駐在員事務所ロンドン駐在員事務所

パリ駐在員事務所パリ駐在員事務所

アンマン駐在員事務所アンマン駐在員事務所

ドバイ駐在員事務所ドバイ駐在員事務所

カイロ駐在員事務所カイロ駐在員事務所

ナイロビ駐在員事務所ナイロビ駐在員事務所

ロスアンジェルス駐在員事務所ロスアンジェルス駐在員事務所

ニューヨーク駐在員事務所ニューヨーク駐在員事務所

ワシントン駐在員事務所ワシントン駐在員事務所

ブエノスアイレス駐在員事務所ブエノスアイレス駐在員事務所

リマ駐在員事務所リマ駐在員事務所

メキシコシティー駐在員事務所メキシコシティー駐在員事務所

リオデジャネイロ駐在員事務所リオデジャネイロ駐在員事務所

ボゴタ駐在員事務所サンタフェデボゴタ駐在員事務所

トロント連絡処トロント連絡処

ボゴタ駐在員事務所

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2007年度2006年度2005年度
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2008年度（統合後）

アフガニスタン事務所 アフガニスタン事務所

インド事務所 インド事務所

インドネシア事務所 インドネシア事務所

ウズベキスタン事務所 ウズベキスタン事務所

カンボジア事務所 カンボジア事務所

キルギス事務所 キルギス事務所

ジョージア支所 ジョージア支所

シンガポール支所

スリランカ事務所 スリランカ事務所

タイ事務所 タイ事務所

タジキスタン支所 タジキスタン事務所タジキスタン事務所

中華人民共和国事務所 中華人民共和国事務所

ネパール事務所 ネパール事務所

パキスタン事務所 パキスタン事務所

バングラデシュ事務所 バングラデシュ事務所

東ティモール事務所 東ティモール事務所

フィリピン事務所 フィリピン事務所

ブータン支所 ブータン駐在員事務所 ブータン事務所 ブータン事務所

ベトナム事務所 ベトナム事務所

マレーシア事務所 マレーシア事務所

ミャンマー事務所 ミャンマー事務所

モルディブ支所 モルディブ支所

モンゴル事務所 モンゴル事務所

ラオス事務所 ラオス事務所

アメリカ合衆国事務所 アメリカ合衆国事務所

アルゼンチン事務所 アルゼンチン駐在員事務所 アルゼンチン事務所 アルゼンチン事務所

ウルグアイ支所 ウルグアイ支所

エクアドル支所 エクアドル事務所エクアドル事務所

エルサルバドル事務所 エルサルバドル事務所

キューバ事務所 キューバ事務所

グアテマラ支所 グアテマラ駐在員事務所

シンガポール支所

グアテマラ事務所 グアテマラ事務所

コスタリカ支所 コスタリカ支所

コロンビア支所 コロンビア支所

ジャマイカ支所 ジャマイカ支所

セントビンセント支所

セントルシア支所 セントルシア事務所セントルシア事務所

チリ支所 チリ支所

ドミニカ共和国事務所 ドミニカ共和国事務所

ドミニカ支所

ニカラグア支所 ニカラグア駐在員事務所 ニカラグア事務所 ニカラグア事務所

ハイチ支所 ハイチ支所

パナマ支所 パナマ事務所パナマ事務所

パラグアイ事務所 パラグアイ事務所

ブラジル事務所 ブラジル事務所

ベネズエラ支所 ベネズエラ支所

ベリーズ支所 ベリーズ支所

ペルー事務所 ペルー事務所

ボリビア事務所 ボリビア事務所

ホンジュラス事務所 ホンジュラス事務所

メキシコ事務所 メキシコ事務所

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

アジア地域

北米・中南米

（3）JICA在外拠点（2008 年 10 月～ 2018 年 9 月）
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2008年度（統合後）

アフガニスタン事務所 アフガニスタン事務所

インド事務所 インド事務所

インドネシア事務所 インドネシア事務所

ウズベキスタン事務所 ウズベキスタン事務所

カンボジア事務所 カンボジア事務所

キルギス事務所 キルギス事務所

ジョージア支所 ジョージア支所

シンガポール支所

スリランカ事務所 スリランカ事務所

タイ事務所 タイ事務所

タジキスタン支所 タジキスタン事務所タジキスタン事務所

中華人民共和国事務所 中華人民共和国事務所

ネパール事務所 ネパール事務所

パキスタン事務所 パキスタン事務所

バングラデシュ事務所 バングラデシュ事務所

東ティモール事務所 東ティモール事務所

フィリピン事務所 フィリピン事務所

ブータン支所 ブータン駐在員事務所 ブータン事務所 ブータン事務所

ベトナム事務所 ベトナム事務所

マレーシア事務所 マレーシア事務所

ミャンマー事務所 ミャンマー事務所

モルディブ支所 モルディブ支所

モンゴル事務所 モンゴル事務所

ラオス事務所 ラオス事務所

アメリカ合衆国事務所 アメリカ合衆国事務所

アルゼンチン事務所 アルゼンチン駐在員事務所 アルゼンチン事務所 アルゼンチン事務所

ウルグアイ支所 ウルグアイ支所

エクアドル支所 エクアドル事務所エクアドル事務所

エルサルバドル事務所 エルサルバドル事務所

キューバ事務所 キューバ事務所

グアテマラ支所 グアテマラ駐在員事務所

シンガポール支所

グアテマラ事務所 グアテマラ事務所

コスタリカ支所 コスタリカ支所

コロンビア支所 コロンビア支所

ジャマイカ支所 ジャマイカ支所

セントビンセント支所

セントルシア支所 セントルシア事務所セントルシア事務所

チリ支所 チリ支所

ドミニカ共和国事務所 ドミニカ共和国事務所

ドミニカ支所

ニカラグア支所 ニカラグア駐在員事務所 ニカラグア事務所 ニカラグア事務所

ハイチ支所 ハイチ支所

パナマ支所 パナマ事務所パナマ事務所

パラグアイ事務所 パラグアイ事務所

ブラジル事務所 ブラジル事務所

ベネズエラ支所 ベネズエラ支所

ベリーズ支所 ベリーズ支所

ペルー事務所 ペルー事務所

ボリビア事務所 ボリビア事務所

ホンジュラス事務所 ホンジュラス事務所

メキシコ事務所 メキシコ事務所

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

アジア地域

北米・中南米

（注１）　2008 年 10 月時点で、メキシコ、ケニア事務所が地域支援事務所（それぞれ「中米・カリブ」「アフリカ」）を兼ねていたが、2009 年度に廃止された
（注２）　2012 年度、「駐在員事務所」の区分を廃止し、「在外事務所」に統一
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2008年度（統合後）
大洋州

アフリカ

中東

欧州

サモア支所 サモア支所

ソロモン支所 ソロモン支所

トンガ支所 トンガ支所

バヌアツ支所 バヌアツ支所

パプアニューギニア事務所 パプアニューギニア事務所

パラオ支所 パラオ支所

フィジー事務所 フィジー事務所

マーシャル支所 マーシャル支所

ミクロネシア支所 ミクロネシア支所

ウガンダ事務所 ウガンダ事務所

アンゴラ事務所

エチオピア事務所 エチオピア事務所

ガーナ事務所 ガーナ事務所

ガボン支所 ガボン支所

カメルーン支所 カメルーン駐在員事務所 カメルーン事務所 カメルーン事務所

ケニア事務所 ケニア事務所

コートジボワール支所 コートジボワール駐在員事務所 コートジボワール事務所 コートジボワール事務所

コンゴ民主共和国支所 コンゴ民主共和国駐在員事務所 コンゴ民主共和国事務所 コンゴ民主共和国事務所

ザンビア事務所 ザンビア事務所

ジブチ支所 ジブチ支所

ジンバブエ支所 ジンバブエ支所

スーダン支所 スーダン駐在員事務所 スーダン事務所 スーダン事務所

セネガル事務所 セネガル事務所

タンザニア事務所 タンザニア事務所

ナイジェリア事務所 ナイジェリア事務所

ナミビア支所 ナミビア支所

ニジェール事務所 ニジェール支所 ニジェール支所

ブルキナファソ事務所 ブルキナファソ事務所

ベナン支所 ベナン支所

ボツワナ支所 ボツワナ支所

マダガスカル事務所 マダガスカル事務所

マラウイ事務所 マラウイ事務所

南アフリカ共和国事務所 南アフリカ共和国事務所

モザンビーク事務所 モザンビーク事務所

ルワンダ支所 ルワンダ駐在員事務所 ルワンダ事務所 ルワンダ事務所

南スーダン駐在員事務所 南スーダン事務所 南スーダン事務所

イエメン支所 イエメン支所

イラク事務所 イラク事務所

イラン支所 イラン駐在員事務所 イラン事務所 イラン事務所

エジプト事務所

サウジアラビア駐在員事務所 サウジアラビア駐在員事務所

エジプト事務所

サウジアラビア事務所

シリア事務所 シリア事務所

チュニジア事務所 チュニジア事務所

パレスチナ事務所 パレスチナ事務所

モロッコ事務所 モロッコ事務所

ヨルダン事務所 ヨルダン事務所

トルコ事務所 トルコ事務所

英国事務所 英国事務所

バルカン事務所 バルカン事務所

フランス事務所 フランス事務所

ブルガリア支所

ルーマニア支所

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
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2008年度（統合後）
大洋州

アフリカ

中東

欧州

サモア支所 サモア支所

ソロモン支所 ソロモン支所

トンガ支所 トンガ支所

バヌアツ支所 バヌアツ支所

パプアニューギニア事務所 パプアニューギニア事務所

パラオ支所 パラオ支所

フィジー事務所 フィジー事務所

マーシャル支所 マーシャル支所

ミクロネシア支所 ミクロネシア支所

ウガンダ事務所 ウガンダ事務所

アンゴラ事務所

エチオピア事務所 エチオピア事務所

ガーナ事務所 ガーナ事務所

ガボン支所 ガボン支所

カメルーン支所 カメルーン駐在員事務所 カメルーン事務所 カメルーン事務所

ケニア事務所 ケニア事務所

コートジボワール支所 コートジボワール駐在員事務所 コートジボワール事務所 コートジボワール事務所

コンゴ民主共和国支所 コンゴ民主共和国駐在員事務所 コンゴ民主共和国事務所 コンゴ民主共和国事務所

ザンビア事務所 ザンビア事務所

ジブチ支所 ジブチ支所

ジンバブエ支所 ジンバブエ支所

スーダン支所 スーダン駐在員事務所 スーダン事務所 スーダン事務所

セネガル事務所 セネガル事務所

タンザニア事務所 タンザニア事務所

ナイジェリア事務所 ナイジェリア事務所

ナミビア支所 ナミビア支所

ニジェール事務所 ニジェール支所 ニジェール支所

ブルキナファソ事務所 ブルキナファソ事務所

ベナン支所 ベナン支所

ボツワナ支所 ボツワナ支所

マダガスカル事務所 マダガスカル事務所

マラウイ事務所 マラウイ事務所

南アフリカ共和国事務所 南アフリカ共和国事務所

モザンビーク事務所 モザンビーク事務所

ルワンダ支所 ルワンダ駐在員事務所 ルワンダ事務所 ルワンダ事務所

南スーダン駐在員事務所 南スーダン事務所 南スーダン事務所

イエメン支所 イエメン支所

イラク事務所 イラク事務所

イラン支所 イラン駐在員事務所 イラン事務所 イラン事務所

エジプト事務所

サウジアラビア駐在員事務所 サウジアラビア駐在員事務所

エジプト事務所

サウジアラビア事務所

シリア事務所 シリア事務所

チュニジア事務所 チュニジア事務所

パレスチナ事務所 パレスチナ事務所

モロッコ事務所 モロッコ事務所

ヨルダン事務所 ヨルダン事務所

トルコ事務所 トルコ事務所

英国事務所 英国事務所

バルカン事務所 バルカン事務所

フランス事務所 フランス事務所

ブルガリア支所

ルーマニア支所

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
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※JICA の国内機関は 2003 年 10 月の独立行政法人化を機
に、国民にわかりやすい名称とすることを目的に、対
外的には、JICA○○（○○には国内機関の所在地を入
れる）と統一した略称を用いるようになった。なお、
組織規程上の名称としては、「国際センター」「支部」「青
年海外協力隊訓練所」を使用

1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
（統合前）

国内拠点の名称
所在地

国際センター

青年海外協力
隊訓練所

国内支部

本部の
附属機関

北海道
国際
センター

筑波国際
センター

中部国際
センター

大阪国際
センター

中国国際
センター

九州国際
センター

沖縄国際
センター

二本松青年海外
協力隊訓練所

駒ヶ根青年海外
協力隊訓練所

東北支部

関東支部

東海支部

北陸支部

四国支部

東京国際研修
センター

八王子国際
研修センター

神奈川国際水産
研修センター

名古屋国際
研修センター

兵庫インター
ナショナルセンター

海外移住
センター

国際協力総合
研修所

関東支部

東京国際
センター

兵庫国際
センター

八王子国際
センター

横浜国際
センター

神奈川国際水産
研修センター

海外移住
センター

札幌国際
センター

帯広国際
センター

（札幌）
（帯広）

広尾青年海外
協力隊訓練所

国際協力総合
研修所

八王子国際
センター

広尾青年海外
協力隊訓練所

広尾センター

札幌国際
センター

帯広国際
センター

筑波国際
センター

東京国際
センター

横浜国際
センター

中部国際
センター

大阪国際
センター

兵庫国際
センター

中国国際
センター

九州国際
センター

沖縄国際
センター

二本松青年海外
協力隊訓練所

駒ヶ根青年海外
協力隊訓練所

東北支部

北陸支部

四国支部

広尾センター

本部の組織へ

JICA札幌
北海道札幌市

JICA帯広
北海道帯広市

JICA筑波
茨城県つくば市

JICA東京
東京都渋谷区

JICA横浜
神奈川県横浜市

JICA中部
愛知県名古屋市

JICA大阪
大阪府茨木市

JICA兵庫
兵庫県神戸市

JICA中国
広島県東広島市

JICA九州
福岡県北九州市

JICA沖縄
沖縄県浦添市

JICA二本松
福島県二本松市

JICA駒ヶ根
長野県駒ヶ根市

JICA東北
宮城県仙台市

JICA北陸
石川県金沢市

JICA四国
香川県高松市

JICA地球
ひろば
東京都渋谷区

〔3〕国内拠点の変遷

（1）JICA（1999 年 4 月～ 2008 年 9 月）
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2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 国内拠点の名称
所在地

2008年度
（統合後）

北海道
センター

札幌国際
センター 北海道

国際
センター

JICA北海道
（札幌／ほっかい
どう地球ひろば）
北海道札幌市

帯広国際
センター

（帯広）
北海道帯広市

東北
センター

JICA東北
宮城県仙台市

筑波
センター

筑波国際
センター

JICA筑波
茨城県つくば市

東京
センター

東京国際
センター

JICA東京
東京都渋谷区

横浜
センター

横浜国際
センター

JICA横浜
神奈川県横浜市

北陸
センター

JICA北陸
石川県金沢市

中部
センター

中部国際
センター

JICA中部／
なごや地球
ひろば
愛知県名古屋市

大阪国際
センター

関西国際
センター

関西
センター

兵庫国際
センター

JICA関西
兵庫県神戸市

中国
センター

中国国際
センター

JICA中国
広島県東広島市

四国
センター

JICA四国
香川県高松市

九州
センター

九州国際
センター

JICA九州
福岡県北九州市

沖縄
センター

沖縄国際
センター

JICA沖縄
沖縄県浦添市

東北支部

北陸支部

四国支部

（二本松青年
海外協力隊
訓練所）

二本松青年
海外協力隊
訓練所

JICA二本松
福島県二本松市

（駒ヶ根青年
海外協力隊
訓練所）

駒ヶ根青年
海外協力隊
訓練所

国内機関から本部
の附置機関へ変更

国内機関から本部
の附置機関へ変更

JICA駒ヶ根
長野県駒ヶ根市

（地球
ひろば）

広尾
センター

広尾
センター

地球
ひろば

JICA地球
ひろば
東京都新宿区

※2012 年 9 月に「地球ひろば」を
JICA 市ヶ谷ビルに移転

　広尾センターを 2012 年度末に廃止
し、2013 年度から地球ひろばを本
部内の一つのセクションに変更

※2018年7月に組織規程上の国内機関の名称について、「国
際センター」「支部」から、「センター」に統一

　対外的には、これら 12 の国内機関に 2ヵ所の青年海外
協力隊訓練所を加えて国内拠点と位置づけている。ま
た、体験型の展示・交流施設である「地球ひろば」を東
京（市ヶ谷）、札幌、名古屋の 3ヵ所に設置

（2）JICA（2008 年 10 月～ 2018 年 9 月）




